
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
六
号

令
和
四
年

三
月
三
十
一
日

木　曜　日

目

次

規

則

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一
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地
方
公
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法
第
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十
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項
の
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定
に
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づ
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事
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範
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一
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梨
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一
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則	

一

○
山
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県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
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則	

五

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

七

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
十
三
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 

郎

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
会
計
管
理
者
」
の
下
に
「
、
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社

会
推
進
統
括
官
」
を
加
え
、
「
感
染
症
対
策
推
進
監
、
政
策
調
査
監
、
秘
書
監
」
を
「
感
染
症
対
策
企

画
監
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
監
、
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
監
、
政
策
推
進
監
」
に
改
め
、

「
、
戦
略
広
報
監
」
を
削
り
、
「
国
際
戦
略
監
」
の
下
に
「
、
外
国
人
活
躍
推
進
監
、
D
X
推
進
監
、

男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
」
を
、
「
次
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
企
画
監
補
佐
、
対
策
監
補

佐
」
を
加
え
、
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
統
括
官
」
を
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
D
X
統
括
官
」
に
改
め
、
「
、
男

女
共
同
参
画
・
女
性
活
躍
推
進
監
」
及
び
「
、
リ
ニ
ア
推
進
監
、
文
化
振
興
監
」
を
削
り
、
「
地
域
ブ

ラ
ン
ド
統
括
官
補
」
を
「
観
光
P
R
戦
略
監
」
に
改
め
、
「
主
任
主
計
員
」
の
下
に
「
、
特
任
専
門

員
」
を
加
え
、
「
、
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
監
」
を
削
り
、
「
税
務
徴
収
企
画
監
」
の
下
に
「
、
防

災
対
策
専
門
監
」
を
加
え
、
「
、
審
査
調
整
指
導
監
」
、
「
、
監
査
指
導
監
」
、
「
、
地
場
産
業
振
興

監
」
、
「
、
廃
棄
物
対
策
指
導
監
」
、
「
、
観
光
産
業
振
興
監
」
及
び
「
、
富
士
山
保
全
企
画
監
」
を

削
り
、
同
表
出
先
機
関
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
、
リ
ニ
ア
用
地
対
策
幹
」
を
削
り
、
「
環
境
保
全

幹
」
を
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
幹
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
四
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
中
「
、
課
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
室
長
補
佐
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
五
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
中
「
及
び
局
」
を
「
、
局
及
び
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
部
等
」
の
下
に
「
（
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
除
く
。
）
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
観
光
資
源
課

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
室
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県
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令
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十
一
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二

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
表
政
策
調
査
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
政
策
調
査
グ
ル
ー
プ
」
を
「
地
域
ブ
ラ

ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ
」
に
、
「
政
策
調
査
監
」
を
「
政
策
推
進
監
」
に
改
め
、
同
表
秘
書
グ
ル
ー
プ
の

項
を
削
り
、
同
表
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
及
び
戦
略
広
報
監
」
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

外
国
人
活
躍
推
進
グ
ル
ー
プ

外
国
人
活
躍
推
進
監

D
X
推
進
グ
ル
ー
プ

D
X
推
進
監

第
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
管
理
監
」
の
下
に
「
、
企
画
監
補
佐
、
対
策
監
補
佐
」
を
加
え
、
同
条

第
三
項
中
「
感
染
症
対
策
推
進
監
、
政
策
参
事
、
政
策
調
査
監
、
秘
書
監
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画

監
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
監
、
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
監
、
政
策
参
事
、
政
策
推
進
監
」

に
、
「
戦
略
広
報
監
及
び
国
際
戦
略
監
」
を
「
国
際
戦
略
監
、
外
国
人
活
躍
推
進
監
及
び
D
X
推
進

監
」
に
、
「
感
染
症
対
策
推
進
監
等
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
感

染
症
対
策
推
進
監
等
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
推
進
監
補
佐
」
を

「
企
画
監
補
佐
、
対
策
監
補
佐
、
推
進
監
補
佐
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
十
五
号
中
「
専
門
学
校
山
梨
県
立
農
業
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
」
を
「
専

門
学
校
山
梨
県
立
農
林
大
学
校
設
置
及
び
管
理
条
例
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
「
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
」
の

下
に
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
」

及
び
「
、
計
量
検
定
所
」
を
削
り
、
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学
校
」
に
改

め
、
同
条
第
八
項
中
「
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ

い
す
の
杜
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
項
中
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学
校
」

に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
次
長
補
佐
」
を
削
り
、
「
応
じ
」
の
下
に
「
、
次
長
補
佐
」
を
加
え

る
。別

表
第
一
の
一
の
表
知
事
直
轄
組
織
の
部
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー

プ
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
こ
と
」
の
下
に

「
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
九
条
中
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
、
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
、

秘
書
課
」
に
、
「
林
政
総
務
課
」
を
「
森
林
政
策
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
、
防
災
危
機
管
理

課
」
を
削
る
。

第
十
一
条
中
「
又
は
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
を
「
、
感
染
症
対
策
統
轄
官
又
は
男
女
共
同
参
画
・
共

生
社
会
推
進
統
括
官
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
知
事
直
轄
組
織
」
の
下
に
「
及
び
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括

官
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
第
五
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し

て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
　
企
画
調
整
主
幹
　
上
司
の
命
を
受
け
、
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
に
参
画
し
、
及
び
調
整

を
し
、
又
は
特
定
事
項
を
処
理
す
る
。

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
等
）

第
十
二
条
の
三
　
本
庁
に
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
置
く
。

2
　
本
庁
に
必
要
に
応
じ
、
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
補
佐
す
る
次
長
を
置
く
。

3
　
本
庁
に
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
補
佐
す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進

監
を
置
く
。

4
　
本
庁
に
必
要
に
応
じ
、
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
を
補
佐
す
る
主
幹
、
推
進
監
補

佐
、
副
主
幹
、
主
査
又
は
副
主
査
を
置
く
。

5
　
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
上
司
の
命
を
受
け
て
特
定
か
つ
重
要
な
事
項

を
専
門
的
に
担
当
す
る
職
を
置
く
。

6
　
前
項
の
職
の
名
称
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
統
括
官
、
理
事
、
男
女
共
同
参
画
・
女
性
活
躍
推
進
監
及
び

地
域
ブ
ラ
ン
ド
統
括
官
補
」
を
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
D
X
統
括
官
及
び
理
事
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
知
事
政
策
局
」
を
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
」
に
改
め

る
。第

十
四
条
の
二
第
一
項
の
表
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
」
を
「
感
染

症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
に
、
「
感
染
症
対
策
推
進
監
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
監
」
に
改
め
、
同
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
監

グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
グ
ル
ー
プ

グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
監

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策
グ
ル
ー

プ

一
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
こ
と

。
三
　
退
所
後
ケ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
ホ
ー
ム
ケ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー

ン
推
進
グ
ル
ー
プ

や
ま
な
し
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。



山
梨
県
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号
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四
年
三
月
三
十
一
日

三

に
改
め
る
。

五
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
県
民
生
活
部
の
部
県
民
生
活
総
務
課
の
項
中
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削

り
、
第
十
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
九
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
県
民
生
活
部
の
部
県
民
生
活
総
務
課
の
項
第
十
四
号
を
削
り
、
同
部
県
民
安
全

協
働
課
の
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
七
　
人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八
　
同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
県
民
生
活
部
の
部
県
民
安
全
協
働
課
の
項
第
二
十
二
号
中
「
及
び
食
の
安
全
・

安
心
審
議
会
」
を
「
、
食
の
安
全
・
安
全
審
議
会
及
び
い
じ
め
問
題
調
査
会
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十

四
号
を
削
り
、
同
項
中
「
県
民
安
全
協
働
課
」
を
「
県
民
生
活
安
全
課
」
に
改
め
、
同
部
私
学
・
科
学

振
興
課
の
項
第
八
号
中
「
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
」
を
削
り
、
同
部
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
課
の
項

を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
林
政
部
の
部
林
政
総
務
課
の
項
中
「
林
政
総
務
課
」
を
「
森
林
政
策
課
」
に
改

め
、
同
項
第
七
号
中
「
林
務
環
境
事
務
所
」
の
下
に
「
（
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
こ
と
を
除

く
。
）
」
を
加
え
、
同
部
林
業
振
興
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
　
専
門
学
校
農
林
大
学
校
（
森
林
学
科
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
の
部
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
の
項
中
第
七
号
を
第

九
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
　
林
務
環
境
事
務
所
（
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
の
部
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
の
項
中
第
五
号
を
第

六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
産
業
労
働
部
の
部
労
政
雇
用
課
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
三
号

か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
文
化
部
の
部
観
光
資
源
課
の
項
第
六
号
中
「
富
士
山
の
観
光
」
を
「
山
岳

観
光
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
同
部
世
界
遺
産
富
士
山
課
の
項

中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
　
富
士
山
登
山
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
文
化
部
の
部
世
界
遺
産
富
士
山
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
知
事
政
策
局
の
部
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
中
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、

第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

秘
書
課

一
　
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
儀
典
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
表
彰
及
び
褒
章
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
知
事
政
策
局
の
部
政
策
調
査
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
政
策
調
査
グ
ル
ー
プ
」
を

「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
知
事
の
特
命
事
項
に
係
る
調
査
検

討
」
を
「
ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
や
ま
な
し
地
域
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
戦
略
の
推
進
」
を
「
政
策
に
係
る
調
査
検
討
」
に
改
め
、
同
部
秘
書
グ
ル
ー
プ
の
項
を
削
り
、
同
部

国
際
戦
略
グ
ル
ー
プ
の
項
中
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
四

号
と
し
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
ス
ポ
ー
ツ
振
興
局
の
部
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
項
第
十
一
号
中
「
山
梨
県
立
射
撃

場
、
山
梨
県
立
八
ヶ
岳
ス
ケ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
及
び
飯
田
野
球
場
」
を
「
八
代
射
撃
場
、
飯
田
野
球
場
及

び
緑
が
丘
ス
ポ
ー
ツ
公
園
」
に
改
め
、
同
項
第
十
二
号
を
削
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
県
民
生
活
部
の
部
県
民
生
活
総
務
課
の
項
中
第
五
号
及
び
第
六
号
を
次
の
よ
う

外
国
人
活
躍
推
進

グ
ル
ー
プ

一
　
外
国
人
雇
用
に
関
す
る
施
策
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
推
進
グ
ル
ー

プ

一
　
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企
画
立
案
及

び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
対
策
グ
ル
ー

プ

一
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
こ
と

。
三
　
退
所
後
ケ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
ホ
ー
ム
ケ
ア
に
関
す
る
こ
と
。

グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー

ン
推
進
グ
ル
ー
プ

や
ま
な
し
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
構
想
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

四

別
表
第
五
林
務
環
境
事
務
所
の
項
中
第
四
十
八
号
を
第
四
十
九
号
と
し
、
第
十
四
号
か
ら
第
四
十
七

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
四
　
太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
五
専
門
学
校
農
業
大
学
校
の
項
中
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学

校
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
農
業
」
の
下
に
「
及
び
林
業
」
を
加
え
、
同
表
建
設
事
務
所
の
項
中

第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
三
十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
機
関

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

3
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
山
梨
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正
）

八
　
富
士
北
麓
駐
車
場
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
農
政
部
の
部
農
業
技
術
課
の
項
第
十
三
号
中
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
」
を

「
専
門
学
校
農
林
大
学
校
（
森
林
学
科
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
県
土
整
備
部
の
部
治
水
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二
　
流
域
治
水
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
の
表
中
D
X
推
進
室
の
項
を
削
り
、
火
山
防
災
対
策
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。南

ア
ル
プ
ス

観
光
振
興
室
南
ア
ル
プ
ス
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
中
北
林
務
環
境
事
務
所
の
項
、
峡
東
林
務
環
境
事
務
所
の
項
、
峡
南
林
務
環
境
事
務
所
の

項
及
び
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
所
の
項
中
「
環
境
課
」
を
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
」
に
改
め
、

同
表
専
門
学
校
農
業
大
学
校
の
項
中
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学
校
」
に
改

め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
道
路
課

別
表
第
四
の
五
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
道
路
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
部
横
断
自
動
車
道
推
進
課
」

別
表
第
五
中
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

精
神
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー
一
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
知
識
の
普
及
並
び
に
啓
発
に
関
す
る

こ
と
。

二
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
指
導
並
び
に
複
雑
困
難

な
事
例
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
精
神
通
院
医
療
公
費
負
担
の
申
請
及
び
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付

の
申
請
に
対
す
る
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
精
神
保
健
関
係
機
関
の
職
員
の
研
修
及
び
技
術
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
精
神
保
健
活
動
組
織
の
育
成
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
自
殺
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
専
門
性
が
高
い
も
の
及
び
広
域
的
な
も
の
に
限

る
。
）
。

八
　
精
神
医
療
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

知
事
直
轄
組
織
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ

知
事
直
轄
組
織
感
染
症
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

県
民
生
活
部
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
課

知
事
直
轄
組
織
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
推
進
グ
ル

ー
プ

知
事
政
策
局
秘
書
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
秘
書
課

知
事
政
策
局
政
策
調
査
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ

県
民
生
活
部
県
民
安
全
協
働
課

県
民
生
活
部
県
民
生
活
安
全
課

林
政
部
林
政
総
務
課

林
政
部
森
林
政
策
課

専
門
学
校
農
業
大
学
校

専
門
学
校
農
林
大
学
校



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

五

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
次
長
」
を
「
、
次
長
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及

び
特
任
専
門
員
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
次
長
」
を
「
、
次
長
」
に
改
め
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及

び
特
任
専
門
員
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
号
様
式
の
二
（
そ
の
一
）
中
「又

は
連
結
個
別
資
本
金
等
の
額

」
を
削
り
、
同
様
式

（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4
　
山
梨
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
長
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学
校

長
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

5
　
山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
の
下
に
「
、
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推

進
統
括
官
に
あ
つ
て
は
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
」
を
加
え
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
六
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
号
中
「
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
感
染
症
対
策
統
轄
官

補
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
次
長
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中

「
室
長
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推

進
監
」
を
加
え
、
「
感
染
症
対
策
推
進
監
等
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号

中
「
室
長
補
佐
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
主
幹
」
を
加
え
、
「
、

管
理
監
、
推
進
監
補
佐
及
び
政
策
補
佐
」
を
「
及
び
管
理
監
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
補
佐
す
る

課
長
補
佐
」
の
下
に
「
並
び
に
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
推
進
監
補
佐
並
び
に
組

織
規
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
企
画
監
補
佐
、
対
策
監
補
佐
、
推
進
監
補
佐
及
び
政
策
補

佐
」
を
加
え
、
同
条
第
六
号
中
「
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン

タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
七
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

六



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

七

す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
課
税
免
除
・
不
均
一
課
税
申
請
書
に

係
る
法
人
の
事
業
年
度
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
け
る

同
規
則
第
一
号
様
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
中
「通

算
法
人

」
と
あ
る
の
は
、
「連

結
法

人

」
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
十
八
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
感
染
症
対
策
統
轄
官
」
の
下
に
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定

す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括
官
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
組
織
規
則
第
十
四
条
第

一
項
」
を
「
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
監
、
組

織
規
則
第
十
四
条
第
一
項
」
に
、
「
感
染
症
対
策
推
進
監
等
」
を
「
感
染
症
対
策
企
画
監
等
」
に
改

め
、
同
条
第
五
号
中
「
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
「
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ

い
す
の
杜も
り

」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
二
の
項
中
「
知
事
政
策
局
」
を
「
男
女
共
同
参
画
・
共
生
社
会
推
進
統
括

官
」
に
、
「
政
策
企
画
監
」
を
「
主
幹
」
に
改
め
、
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
削
り
、

「
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
次
長
」
の
下
に
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
加
え
、
「
、
子

ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

次
長
」
及
び
「
、
計
量
検
定
所
次
長
」
を
削
り
、
「
専
門
学

校
農
業
大
学
校
次
長
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学
校
次
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
中
「
県
内
に
お
け
る
手
形
交
換
所
（
簡
易
手
形
交
換
所
を
含
む
。
）
参
加
地

域
」
を
「
全
国
の
区
域
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
収
納
の
委
託
基
準
）

第
四
十
六
条
の
三
　
令
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一
　
収
納
の
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
事
業
規
模
を
有
し
、
か
つ
、
財
務
状
況

が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

二
　
普
通
地
方
公
共
団
体
の
公
金
又
は
電
気
料
金
、
ガ
ス
料
金
、
電
信
電
話
料
金
等
の
収
納
に
つ
い

て
実
績
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
収
納
し
た
金
額
、
納
付
日
等
を
電
磁
的
記
録
に
よ
つ
て
正
確
に
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
電
磁
的

記
録
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
、
山
梨
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信
す
る
こ
と
が
で

（
山
梨
県
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「連

結
法
人

」
を
「通

算
法
人

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「連

結
法
人

」
を
「通

算
法
人

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
四
十
四
号
様
式
の
二
は
、
こ
の

規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に

開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
人
の
同
日
前
に
開
始
し
、
か
つ
同
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
同
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
第
四
十
四
号
様
式
の
二
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様

「□
連
結
納
税
適
用
の

　
式
中
「□

連
結
納
税
適
用
の
取
り
や
め
の
承
認
が
あ
つ
た
｡

」
と
あ
る
の
は

□
グ
ル
ー
プ
通
算
制

　取
り
や
め
の
承
認
が
あ
つ
た
｡

と
、
「法

人
税
法
第

 1 5 条
の
2
第
2
項

」
と
あ
る
の
は

　度
へ
移
行
し
な
い
旨
の
届
出
を
し
た
｡

」

　
「所

得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（令
和

2
年
法
律
第

8
号

）に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法

第

 1 5 条
の

2
第

2
項

」
と
す
る
。

4
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
地
域
経
済
牽
引
事
業
促
進
区
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別

措
置
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
課
税
免
除
申
請
書
に
係
る

法
人
の
事
業
年
度
が
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
同
規

則
第
一
号
様
式
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
中
「通

算
法
人

」
と
あ
る
の
は
、
「連

結
法
人

」
と

す
る
。

5
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
特
別
措
置
に
関



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

八

き
る
こ
と
。

第
四
十
八
条
第
三
号
中
「
第
百
五
十
八
条
第
三
項
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
他
の
法
令
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
第
四
項
中
「
あ
り
、
か
つ
、
前
渡
金
額
」
を
「
あ
る
場
合
又
は
前
渡
金
額
」
に
改
め

る
。第

二
百
三
条
中
「
し
、
雑
部
金
繰
越
整
理
簿
（
第
百
三
十
六
号
様
式
）
に
よ
り
整
理
」
を
削
る
。

第
二
百
三
十
七
条
第
一
項
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
か
ら
第

二
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
百
三
十
八
条
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と

す
る
。

第
二
百
三
十
九
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
雑
部
金
繰
越
整
理
簿
（
第
百
六
十
四
号
様
式
）

第
二
百
四
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七
　
雑
部
金
繰
越
整
理
簿

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
第
八
号
中
「
及
び
収
入
証
紙
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　
十
　
あ
ら
か
じ
め
使
途
を
特
定
し
て
購
入
し
、
そ
の
全
て
を
即
日
消
費
す
る
郵
便
切
手
類
（
収
入
証

紙
を
除
く
。
）

十
一
　
あ
ら
か
じ
め
使
途
を
特
定
し
て
購
入
し
、
そ
の
全
て
を
消
費
す
る
収
入
証
紙

第
二
百
六
十
九
条
及
び
第
二
百
七
十
条
第
二
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
各
号
」
を
「
第

二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
削
り
、
「
動
物
愛
護
指
導
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に

「
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
専
門
学
校
農
業
大
学
校
」
を
「
専
門
学
校
農
林
大
学

校
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

 1 3 6 号
様
式　

削
除

第
百
六
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

九

第164号様式（第239条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
六
号
　
　
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

一
〇

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
六
条
第
二
項
の
改
正
規

定
は
、
同
年
十
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

2
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
の
九
を
削
る
。


